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北大牧場研究報告　17＝67－76（2000）

　　　　　　　　　肉用牛による森林利用の可能性

　　　　　一　21世紀に向けた林間放牧の方向性と課題一

　　　　　安江　　健

茨城大学農学部，稲敷郡阿見町　300－0393

　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　　　　旨

　安江　健（2000）　肉爾牛による森林利用の可能性一21世紀に向けた林間放牧の方向性と課題

一，北大農学部附属牧場研究報告17：67－76．

　育林作業の省力化と低コスト肉牛生産を積極的に結合させた林間放牧の可能性を検討するた

めに、従来の報告を概観し、下聞放牧の利点と欠点を整理するとともに、現在まで林間放牧が

普及しなかった原因を探ろうとした。さらに21世紀における林間放牧の一つの方向性として、

秋田県での事例に基づき無牧棚林間放牧を提案するとともに、今後の林間放牧の方向性と課題

について論議した。

　キーワード：木材生産、肉牛生産、林間放牧、造林地

1．はじめに

　国土の約7割が森林で覆われているわが国において、森林の利用は主に木材生産を中心に行

われてきたが、近年の外国産木材の流入によってわが国の林業は大きな変換点に立たされてい

る。また肉牛生産などの畜産業も輸入自由化によって低コストでの肉牛生産を要求されており、

これらの圧力は来る21世紀にはますます強まって行くものと思われる。これら林業および畜産

業における課題を解決する一つの方向として、育林作業の省力化と低コスト肉牛生産を積極的

に結合させたいわゆる林間放牧（林業サイドからは混牧林経営とも呼ばれる）が見直され始め

ている1　s）。

　家畜の林間放牧臼体はわが国では古くから行われており、その実態報告や試験報告も極めて

多い。本門では、まず現在までに行われたこれらの報告を概観し、林間放牧の利点と欠点を整

理し、林聞放牧が現在までそれほど普及しなかった理由を考察するとともに、21世紀に向けた

林間放牧の一つの方向性とその課題について示したい。

　なお家畜の林間放牧には様々な形態が存在するが、本四では林業と畜産業の積極的結合とい

う観点から、積極的な育林管理の対象ではない天然林での林聞放牧には言及しない。また天然

林は木材生産以外にも野生動物の生息地としての重要性があるとの観点からも、本報では主に

造林地での林間放牧に限って考察を行った。さらに筆者の専門性から、考察の重点がどうして
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も放牧の技術論に偏ってしまう点をお許し願いたい。

ff．林間放牧の利点と欠点

　従来の報告から、林閥放牧の利点と欠点としては表1に示した項目が挙げられた。これらに

は必ずしも林間放牧のみの利点、欠点とは言えない項霞も含まれる。例えば、畜産サイドにお

ける糞尿処理に関する利点、欠点などは「放牧」自体が有する特性であり、必ずしも林間放牧

のみの特徴とは言えない。

　畜産サイドでは、ほぼ全ての報告が家畜の飼料を森林下草で代替することによる生産費の節

減を最大の利点として挙げているIL23’2　‘・33）。この利点は人工草地での放牧の場合にも当て

はまるが、一一般に草地造成を実施しない林地は人工草地に比べて地価が低いため、この利点は

人工草地放牧の場合よりもさらに大きくなる。家畜の糞尿に関しては利点、欠点の両側面を持

ち、林地への還元により糞尿処理が不要といった利点は、逆にその期間中の堆肥利用ができな

い：”1）といった欠点でもある。しかし近年は農家当たりの飼育頭数増加のために糞尿処理が全

山的な問題となっており、この点ではむしろ旧聞放牧の大きな利点と見てよいと考えられる。

これらに加え、畜産サイドの中心的項目である家畜の生産性は、放牧条件によって結果はまち

まちである。肉牛の生産性は繁殖成績などでも評価されるが、…般には哺乳子牛や育成牛の発

育で評価される場合が多い。発育は飼料の質・量および放牧強度といった放牧管理方法に大き

く依存するため、林間放牧での発育成績を一般的化することは困難である。しかし従来の報告

を概観すると、繁殖雌牛とその哺乳子牛では双方ともに発育が良好であったとする報告が多く

1）’　17・2　e”a　：1・3：’） A離乳後の育成牛の場合には放牧期聞通しての発育は必ずしも良好ではない報

告が多いt8”20）。これらの報告から、家畜の生産性については放牧する牛のタイプによって、

林間放牧が有利な場合と不利な場合が存在するものと考えられる。これら以外にも、一般に飼

料の生産性が低い林地での放牧は放牧面積が広大である場合が多く、人工草地よりも監視や捕

表1　林間放牧の利点と欠点

単産サイド 林業サイド

利点 欠点 利点 欠点

・家畜生産費の節減　　　　　　・監視や捕獲などの日常管理労力増舶　・下草刈り効果　　　・林木被害

・繁殖牛および子牛の発育良好　・育成牛の発育不良　　　　　　　　　・施肥効果　　　　　・土壌保全

・放牧中の糞尿処理不要　　　　・借地料の増加　　　　　　　　　　・ノネズミ防除効果　・伐採作業の障害

　　　　　　　　　　　・放牧中堆肥利用できない　　　　　　・天然更新の促進
　　　　　　　　　　　・牧柵、捕獲施設などの出費が大
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獲などの日常管理労力が増大し23）、牧棚などの施設費が増大する場合i　1123・33）や、単位面積

当たりの地価は低くとも場合によっては借地料が増加する23＞点が欠点として挙げられる。

　林業サイドでは、ほぼ全ての報告が家畜に林地の下箪を採食させる下草刈り効果を第一の利

点として挙げている8・lS”2e・2　3・2　’‘・32・3：〉。岡じく育林効果として家畜の糞尿による林木への

施肥効果も利点として指摘されている1　s’23＞が、下草刈り効果とは異なり施肥効果が単独で林

木に及ぼす影響は明らかではない。他の利点には、下草の二二によるノネズミ防除効果32）や

天然萌芽更新の促進8）などが挙げられている。また林業サイドの中心的三田である林木被害

に関しては、家畜の踏みつけや擦り付けによる被害は無視できる程度であるとの見解が多い

s・　13，　＋S一　’2　0） ｪ、二食による被害に関してはまちまちである。これは林木被害が家畜の生産性

と同様、放牧地の樹種や放牧強度により大きく変動するためであり、いくつかの報告では林木

被害の大きさが指摘されている18’　19）。林地への家畜の放牧が、林地の土壌特性に及ぼす影響

についての報告は少ないが、いずれも家畜の踏圧による土壌圧密化および浸透性の低下により

土壌流亡が発生する場所は家畜の休息場所周辺に限られ、面積的には林業鉱業上問題がない

1　G・3：D ﾆしている。しかしこれらの報告は放牧二二後3～5年程度の短期間における結果であ

り、さらに流域への土壌流入といった質的な問題は検討していないため、家畜の放牧が林地の

土壌特性に及ぼす影響は未解明と解するべきであろう。その他の欠点として、家畜を放牧する

ための三二施設が、林木の伐採作業などの管理上障害となる場合がある23＞が、一般に造林地

は林木の成長によって7～IO年程度で放牧利用が不可能となる’a　3＞ため、この項目はさほど大

きな欠点とはならないものと推察される。

　現在までに明らかにされた林聞放牧の利点と欠点の項目を列挙したが、各サイドにおけるこ

れら各項霞の重要性は同一ではない。すなわち家畜の生産性、下草刈り効果や林木被害といっ

た項目はいずれの報告においても第一の検討項目として挙げられており、林間放牧の成否を左

右する最も重要な点と考えられる。またこれらの項目は、上述の様に放牧対象地の樹種や家畜

のタイプ、さらには放牧強度といった放牧管理方法によって反応が大きく異なる。そこでこれ

らの項隠について、各報告における成績の概要を表2にまとめた。なお下草刈り効果について

はどの報告も評価しているが、量的に比較できなかったのでここには含めていない。試験地は

北海道から鹿児島まで広く分布するが、大部分は土地面積の豊か（すなわち植林が盛ん）な北

海道・東北地方に集中している。また林分植生では、針葉樹は植林された造林地であるが、広

葉樹は皆伐天然更新による造林地である。放牧牛は全て黒毛和種などの和牛であり、外国種肉

用牛を用いての報告は見られない。また繁殖雌牛の放牧には哺乳子牛も含まれている。放牧強

度は単位面積当たり体重500kgの牛がのべ何日間放牧されたか（カウデー／ha）で表し、数値

の高い順に示してある。林木被害については、多くの報告が家畜の踏みつけや擦り付けについ

ては無視できる程度と報告しているので、ここでは点食による被害に限定し、育林管理上問題

となる被害について大と記した。三体成績は、繁殖雌牛の場合には二言の体重維持と哺乳子牛
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表2　過去の試験成績の概要

試験地 林分植生 畜種 放牧強度’）　林木被害　増体成績2）　出典

鹿児島県

北海道

富山県

岩手県

広島県

岩手県

岩手暴

岡山県

岩手県

北海道

北海道

北海道

北海道

岩手県

岩手県

茨城県

ヒノキ

ヤチダモ・カエデ
スギ

ミズナラ

アカマツ

カラマツ

カラマツ

スギ・ヒノキ

ミズナラ

ヤチダモ・カエデ

カラマツ

トドマツ・カラマツ

カラマツ

カラマツ

カラマツ

クヌギ・ナラ

黒毛和種繁殖牛
日本短角種育成牛

黒毛和種繁殖牛

日本短角種育成牛

黒毛和種繁殖ヰ

黒毛和種繁殖牛

黒毛和種育成隼

黒毛和種繁殖牛
日本国角種育成牛

日本短角種育成牛

肝魂和剛体殖牛
田三こ入種繁殖牛

褐毛和種繁殖牛

黒毛和種繁殖引

回毛和種育成牛
不明種繁殖牛

258

125

　90
70－80

　77

50－77

50－77

　60
45－6e

45－56

　50

　47

　36
30－37

30－37

　28

無

大

路

大

上

無

無

無

小

髭

大

小

無

無

不良

不良

　良

不良

　良

不良

　良

不良

不良

　良

　良

不良

　良

高本（1966）24｝

林試（1963＞19｝

吉川（1954）32｝

林試（1962）1s）

三村’ら（1974）13｝

林試（1968）2G）

　同上
丹・比ら（1975）23｝

林試（1962）18｝

酒桶（1963）19）

横山　・聖日ヨ（1964）32｝

川崎・寒河江（1986）9⊃

横山　・柴田（1964）32，

林試（ユ968＞20｝

　同上
大迫・杉野（1922）’7｝

1）カウデー／ha；つまり単位：面積当たり体重500kgの牛がのべ何日間放牧されたかで示した

2）便宜的に標準発育曲隷の下限値以下の増体成績を不良、範囲内の津島成績を良とした

の発育の両方が含まれている。

　放牧する林分の樹種では、ヤチダモ・カエデなどの嗜好性が高い広葉樹では放牧強度に関わ

らず林本被害が著しく8’19）、ミズナラなど嗜好性が中程度の広葉樹では、70－80カウデー／ha

以上の放牧強度では林木被害が著しい。一方、マツ・スギ・ヒノキなどの針葉樹は牛の嗜好挫

が極めて低く2’）、実験的に極端に狭い面積に牛を放牧した玉報陶以外は放牧強度に関わらず

林木被害はいずれも無か軽微であった。また上述の様に、育成牛を放牧した場合にはいずれも

放牧期間通しての増体成績は標準発育以下であり1B－20）、繁殖雌牛およびその哺乳子牛の場合

は、極端に放牧強度が高い場合2の以外にはいずれも増体は良好であった。放牧強度が家畜の

増体成績に及ぼす影響は下草の種類や現存量によって異なるため、北海道～鹿児島までをひと

まとめに比較するには無理があるが、哺乳子牛が放牧されていない報告：13）を除いて、おおむ

ね77カウデー／ha以下の放牧強度であれば、子付き繁殖牛群の増体成績は良好なものと見るこ

とができる。

　これら過去の成績から、木材被害を軽微に抑え、下草刈り効果を期待しつつ家畜生産を行う

という林聞放牧本来の利点を最大限に活用するためには、嗜好性の低い針葉樹造林地を対象に、

子付き繁殖牛を77カウデー／ha以下程度の放牧強度で放牧することが妥当であると推察される。
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皿．林間放牧はなぜ普及しなかったか

　上述の様に、林間放牧による肉牛生産の試験・報告はわが国に多数存在し、その放牧技術に

関してもある程度の蓄積が存在する。しかしわが国の畜産業においては、林間放牧による肉牛

生産が全国的に普及することはほとんどなかった。今後の林間放牧の在り方を論ずる上で、現

在まで林間放牧が普及しなかった理由をある程度明確にしておく必要があるが、一般に否定的

な報告が出ることは少ないため、林間放牧が普及しない理由を明確にすることは難しい。ここ

では過宏の報告を参考に、筆者の推論を述べることとしたい。

　まず技術的な問題として試験研究の実施時期、生産目標の設定、放牧強度の3点が考えられ

る。試験研究の実施時期とは、上述の様な試験硬究は実際の林聞放牧事業と並行して実施され

ており、必ずしも試験研究が完了してから事業が実施された訳ではない。そのため、牛の嗜好

性の高い樹種からなる林地に放牧したり、育成牛の発育を林問放牧に期待したために失敗した

場合も存在したと思われる。生産目標の設定とは、林間放牧は本来林業と畜産双方の利益を狙

うものであるが、一方の利益を過度に期待する余りもう一方の利益を損なう場合があることで

ある。例えば林業サイドの下草刈り効果を過度に期待すれば、放牧強度が高くなって家畜の生

産性を損なったり、林木に対する食害が発生したりする。林間放牧はあくまでも林業および畜

産両サイドが有機的に結合して存在するものであり、両サイドの生産目標の設定が適切でなけ

れば失敗する。また設定した生産目標は放牧強度といった放牧方法で実現されるが、適正放牧

強度の推定は技術的にかなり困難を伴う。藍章でも述べた様に、適正な放牧強度は下草の種類

や現存量によって異なるため、実際には現地の採食植物およびその現存量と期待する発育に応

じた牛の採食量から設定することが望ましいが、これらの測定は困難な場合が多い。しかしこ

れら技術的な問題は、各地域での試験研究を推進することによって解決し得る問題であり、林

間放牧が普及しなかった背景には社会的な側面も存在するものと思われる。

　林間放牧が普及しなかった社会的な背景として、放牧利用する林地の条件、および昭和40年

代から急速に推進された：草地造成事業の2点が挙げられる。林下放牧の実態報告にはいずれも

町有林や社有林によるものが多く、林地の面積的まとまりが／IXさい11・　13・2　3・2　‘・33）。林地は

植林後7～10年程度で放牧利用ができなくなる23・3　3）ため、持続的な林間放牧を考える場合に

はこの程度の年限で放牧地を移動する必要がある1’1）が、面積的まとまりが小さい場合には育

林施肥と放牧利用の場所をうまく組み合わせることが困難である。さらに牧棚の敷設が林間放

牧における最大の支出である：L23・24）が、放牧地の面積が大きくなればこの支出は増大し、

この年限では原価償却ができない場合もあり得る23＞。この様に実際の林間放牧事業が面積的

まとまりの小さな町有林や社有林を中心に行われたことに加え、これら林間放牧事業に並行し

て行われた草地造成事業（つまり森林の牧草地化）は最大の要因と考えられる。林業と畜産双

方の利益を狙う林間放牧は、上述の様に技術的にも社会的にも難しい側面があり、また畜産の
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集約化とともにより簡便で土地当たりの生産性の高い入工草地での放牧に取って代わられたと

いう見方が正確な所であろう。

　しかし簡便で土地当たりの生産性の高い人工草地も、その生産性を維持するにはかなりの費

用を必要とする。具体的には牧草の生産性を維持するためには施肥や更新などの草地管理が必

要となるが、放牧地は山地傾斜地に位置する場合が多く、その費用は膨大なものとなる。現在

これらの草地管理には補助金が支給されているが、近年の農業政策の動向を考えると補助を期

待した家畜生産ではもはや持続的畜産業とは呼べないであろう。従って21世紀には今以上の人

工草地の拡大はもちろん、現存する人工草地での放牧運営すら危うい可能性は十分にある。そ

こでわが国の自給飼料資源を森林に求める林間放牧が近年見直され始めたのである。

評．無牧棚林間放牧の提唱

　前章で述べた様に、現在まで林間放牧がそれほど普及しなかった理由として、技術的および

社会的背景が存在すると考えられた。技術的問題は試験研究の進展によって解決可能であろう

が、社会的な制限、特に面積的なまとまりの大きい森林を利用できるかどうかは、今後の林間

放牧の成否を決定する重要な社会的側面と言える。この点で、わが国の森林の約3割もの造林

地を有する國有林の利用は魅力的である23）。戦後の畜産振興に伴う肉牛の林間放牧事業はほ

とんどが町有林や社有林で行われたが、戦前までの馬産振興期には全国の国有林で馬の林山放

牧が実施されていた。これらの国有林は放牧共用林野と呼ばれ、全国で約2万haが謡言振興終

結後の現在においてもその放牧権が更新され続けているli＞。しかし前章で述べた様な背景か

ら、現在これら放牧共用林野を利用した肉牛生産はほとんど行われていない。本章では今後の

林聞放牧の一つの方向性を示すため、放牧共用林野を利用した無牧棚林聞放牧により、現在も

肉牛生産を継続している唯一の事例を紹介する。

　調査地は秋田県鹿角市の川上牧野組合が利用する放牧共用林野で、十和田大湯国有林内に位

置している。面積的に大きなまとまりが存在する国有林での放牧（牛が存在して問題のない面

素で約1400ha）のため、前章で述べた様な短期間での放牧放ff　2　：3・3　ll）の必要はなく、当地での

伐採・育林業務が存在する隈り持続的な利用が可能である。一方面積が広大で牧棚の敷設・修

理に膨大な出費を伴うことことから、当地では牧棚などの施設を一切設置しない無牧民放牧に

より、日本短角種の子付き繁殖牛30～40頭を5月初旬から10月中旬まで放牧している。広大な

林野に無牧棚で放牧するため、放牧強度が極めて低く、子牛の発育は人工草地での放牧よりも

むしろ良好陶で、植林スギに対する被害や土壌保全上も全く問題はない。無牧山なので施設

費は全く：不要であり、さらに共用林野を使用するため借地料も不要で、必要経費は監視人1名

の雇用費のみと極めて低コストである1　’））。

　国有林を利用した無漏棚放牧にはこの様な多くの利点が存在するが、広大な国有林を無牧棚
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で利用する本方式の欠点としては、放牧強度が低いために下草刈り効果が減少すること、並び

に牛の行動を牧棚で制限しないために監視などの日常管理作業が膨大になる点である。特に後

者は現在1人の監視人の卓越した経験によって実施されているため、牛群の行動場所の推移や

移動経路の予測といった行動・生態学的側面が普遍化できなければ、この様な放牧は当地でし

か存続し得ない生産方式となりかねない。そこでこれら大きな欠点となり得る側面に焦点を当

て、当地における放牧牛の行動の実態を紹介する。

　詳細は既報2］’2　2・29　31＞を参照していただきたいが、1997犀から筆者らが実施した現地調査

の結果の一一部を表3～5に示した。当地は植林年度の様々なスギ造林地がパッチ状に存在し、

これらの造林地間にスギ・カラマツなどの針葉樹壮齢林やブナを主とする広葉樹天然林がモザ

イク状に配置され、これらを林道網が結ぶといった典型的な国有林の状況であった。無牧棚放

牧であっても牛の日中の移動距離は平均でO．78～2．’7km程度29’30）であり（表3）、牧棚が存在

する林間放牧の場合］3）と同程度であった。牛の行動場所（表4）についても、食草は比較的

表3　無憎憎放牧牛の行動時間および移動距離

行動時間（％）D

食草　　休息　　移動　　その他 移動距離（km）

5．月

6月

8月
10月

50．0　36．1　10．4
49．6　45．6　2．7
45．5　48．6　3．5
52．2　42．7　1．3

3．　5

2．　1

2．　4

3．　8

2．　70a

L　2sab

1．　28ab

O．　78b

1）fi中約10時間の観察時間中に占める割合で示した

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨの異符号間に5％水準で膚港北あり　　安江ら（1998）　を改変

表4　各行二時において無牧棚放牧牛が利用した植生環境（時間割合：％）

針葉樹造林地

幼齢｝若齢2）壮齢3｝
　　　　　広葉樹　　　　　　　　　　　面積比との

伐採地　　天然林　　林道脇　　沢沿い　有意差

面積比（％）　、3．8　32，9　26．8

食：三時利用　28．0　　21．5　　13．9

休息時…利用　12．3　17．9　21．3

移動時利用　16．3　　11．1　　6．7

2．　9

4．　2

5．　1

3．　7

30．　1

14．　7

3L　3

17．　0

1．　2

9．　4

10．　4

27．　8

2．　3

8．3　　　　Pく0。OOI

1．7　P〈O．OOI

17．4　P〈O．　OOI

1）植林後5年以内，2）植林後6～20年，3）植林後21年以上
Yasue　et　a1．（1998）29｝を改変
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診5　各植生環境において無牧即興牧牛が採食した植物種数とその頻度

針葉樹造林地
幼齢1）　若齢2）　壮齢3）

　　　　広葉樹
伐採地　　天然林　　林道脇　　沢沿い 全環境

草本植物種数4）

採食頻度（％）

王7　　　　12

1Z　2　15．6

木本植物種数　　13
耳食：頻度（％）　　6．0

つる植物種数　　5
採食頻度（％）　　　　3．1

11

2．　8

5

2．　3

11

9．　1

9

4．　2

4

0．　9

8

2．　7

7

0．　8

3

0．　7

　9
12．　5

7

2．　4

1

0．ユ

12

10．　5

6

0．　4

1

0．　o

5

8．　5

2

0．　3

o

o．　o

18

76．　1

14

16．　9

5

7．　0

1），2），3）表4参照，4）種数には採食頻度が極端に低い（全昼食の0．2％未満）植物は含んでいない

安江ら（1999）31）を改変

林齢の若い造林地を中心に行われ、休息は造林地を囲む防風林（針葉樹壮齢林または広葉樹天

然林）を中心に、移動は林道を中心に行われており’2　”・30）、その結果牛の行動圏は植林年度の

新しい植林地を中心とする約800haに限られていた2L22）。行動圏がこの程度に限定されてい

るのは、幼榊葉林地の分布がこの程度の範囲内に納まり、造林期間に存在する防風林が天然の

牧棚の役割を果たしている’o＞ためと思われ、各植生環境および林道網がモザイク状に分布す

るという典型的な国有林の施業形態が有利に働いていると推察された30｝。

　牛が採食した植物（表5）は、草本で18種、木本で14種、つる植物5種と31）、野草地にお

いて一般に牛が採食する程度1）の種数は採食しており、植林スギに対する食害も従来の報告

2η ｯ様皆無であった。これら採食植物および実際の採食頻度の大半は、育林上下草刈りが必

要な植林後5年以内の幼齢造林地で賄われており（表5）、幼齢植林地の放牧地としての価値

は極めて高いと推察される。当地では採食量を測定していないので下草刈り効果を直接評価で

きないが、本調査時における幼齢造林地での食草時間割合（表4）および放牧頭数から試算す

ると、下草刈りが必要な幼齢造林地の放牧強度は約35カウデー／haと見積もられる。この放牧

強度は林業試験場20）が実施した軽放牧の場合（表2）と同程度であり、下草刈り効果も同じ

く40　一　60％程度と類推される。

　以上の様に、広大な面積に牛を無二棚で放牧しても、その行動場所は植林年度の若い造林地

を中心としたある程度の範囲内に隈られ、下草刈り効果も従来よりそれほど低下しないものと

推察された。しかし800haの林地で30～40頭の牛を監視するにもかなりの経験と労力が必要22）

であり、今後さらに放牧牛の場所間移動の法則性など行動の予測・制御に関する詳細な研究を

継続することにより、本方式を他の国有林にも適応し得るものと考える。
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V．おわりに

　前章までで論じた様に、放牧共用林野などの国有林が利用できる場合には、大面積を利用し

た無牧棚放牧により超低コストな生産が実現可能であるが、私有地、町有地などしか利用でき

ない様な場合には、いくつかの林地を統合して共同利用することにより、育林丁丁と放牧利用

の場所を数年単位でローテーションする必要がある23）。立地的にこの様な統合利用も困難な

場合には林業と畜産の結合としての林間放牧は難しいと思われ、裏山放牧的な畜産専爾地と割

り切り、限られた面積内での持続的放牧を検討する5”7・　12）とともに、森林下草への牧草導入

2－4・1　4・2”一2S・28》 ﾈど、比較的集約性の高い林山放牧を欝指す必要があると考えられる。また

これら比較的面積の小さい森林での林聞放牧は、いずれも現行の林業の施業形態を多少なりと

も変更する必要があろう。

　近い将来、わが国の畜産業や林業が大きな変曲点を迎えることになると思われる。当面は現

在も権利が存続している放牧共用林野などの国有林を利用した無牧棚林間放牧が、現行の林業

の施業形態を変更することなく超低コストな肉牛生産を実現する最も學道と考えられる。まず

丁丁棚林間放牧を例に、林間放牧による低コスト肉牛生産システムを確立し、さらに林業の施

業形態の変更も含めた比較的集約度の高い林聞放牧を霞指すことが急務であると考える。

　最後に、第IV章で述べた秋田県鹿角市における無牧棚林間放牧牛の調査は、東北農業試験場

が実施する地域先導技術総合研究「草地利用による低コスト良質赤肉生産を核とした地域農業

システムの確立」の一環として、東北大学農学部の佐藤衆介助教授と共に実施したものである。

また現地調査に当たり、川上牧野組合（成田哲男氏代表）の皆様ならびに牧野監視人である橋

野籐一郎氏にはご協力をいただいた。ここに記して深謝する次第である。
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